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旧長瀞町立長瀞第二小学校の利活用に関する
サウンディング型市場調査 実施要領

令和６年７月２６日
長瀞町企画財政課

１ 調査の目的

旧長瀞町立長瀞第二小学校は、令和６年３月末をもって、長瀞町立長瀞第一小学校
に統合され、現在は廃校となっています。
学校跡地の利活用については様々なものがあることから、町では、地域のニーズを

把握するとともに、実現可能性を踏まえた活用方法を検討する必要があると考えてい
ます。
つきましては、民間事業者の皆様との対話及び意見交換を通じて、民間事業者等に

よる新たな活用に関するアイディアや活用するための事業条件等を把握し、今後の活
用方針を検討する上で参考とすることを目的として、サウンディング型市場調査を実
施します。
なお、本調査は旧長瀞町立長瀞第二小学校の利活用に関する可能性を調査するもの

であり、提案があった内容で必ず貸付・売却・譲渡するものではありません。

２ 対象用地・施設の概要

所在地 埼玉県秩父郡長瀞町大字野上下郷９２０－１

敷地面積

約８,７００㎡
主要施設面積
校舎：１,８１４㎡（延床面積２,４３２.５２㎡）
体育館：１,００２㎡（延床面積１,８７１.８５㎡）
運動場：５,３１０㎡

建物概要

校舎 昭和５２年建築 鉄筋コンクリート造３階建

体育館 昭和５２年建築 鉄筋コンクリート造２階建

※その他 屋外トイレ、屋外プール、体育小屋、工作室を併設

土地建物の
権利状況

土地：町所有
建物：町所有

法令による
制限

区域区分：埼玉県立自然公園条例における普通地域
建築制限：埼玉県立自然公園条例に準ずる
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３ スケジュール

景観法：埼玉県立自然公園条例に準ずる
文化財：埋蔵文化財包蔵地該当無し

供給設備

上水道 秩父広域市町村圏組合水道

下水道 浄化槽

電気 東京電力

ガス プロパンガス（解約済み）

接面道路
北側：町道野上下郷５１号線
南側：国道１４０号線
西側：町道野上下郷５号線

土壌汚染 土壌汚染の端緒となる事項は確認されていない。

交通
鉄道

秩父鉄道線 樋口駅 徒歩１分
（国道１４０号線を挟んで隣接）

自動車 関越道 花園 IC 約２０分

現在の利用
状況

校舎 利用なし

体育館 町内スポーツ団体が使用

グラウンド 一般開放

備考

・災害時における指定緊急避難場所（校庭）及び指定避難所（体育館、水
害・土砂災害を除く）に指定
・校庭に閉校記念碑あり
・土砂災害警戒区域
・洪水浸水想定区域（５ｍ以上）

実施要領の公表 令和６年７月２６日（金）

現地見学会のエントリーシート受付期間 令和６年８月７日（水）１７時まで

現地見学会の開催 令和６年８月１４日（水）１０時から

サウンディング調査（対話）参加申込期限 令和６年８月２３日（金）１７時まで

サウンディング調査実施日時及び場所連絡 令和６年８月２７日（火）まで

サウンディング調査の実施 令和６年９月２日（月）～４日（水）

実施結果概要の公表 令和６年９月中旬を予定
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４ 現地見学会の実施

下記日程にて現地（旧長瀞町立長瀞第二小学校）見学会を実施します。

（１）申込方法等
受付期間：令和６年８月７日（水）17:00 まで
申込方法：様式１「現地見学会参加申込書」に必要事項を記入の上、電子メール

の件名を「【団体名】現地見学会申込」とし、「９ 連絡先」記載の担当
宛てにメールで提出してください。

（２）開催日時及び場所
日時：令和６年８月１４日（水）10:00
場所：旧長瀞町立長瀞第二小学校

（３）留意事項
・ 駐車スペースとして旧長瀞町立長瀞第二小学校の駐車場を確保します。車でお
越しになる場合は様式３に必ず車種とナンバー、連絡先を記載してください。
・ 現地見学会への参加は、サウンディング調査の参加要件ではありません。ただ
し、現地見学会に参加された方はサウンディング調査へご参加願います。

５ サウンディング調査の内容

（１）参加資格
個別対話に参加することができる民間事業者は、旧長瀞町立長瀞第二小学校の利活

用による事業に関心があり、提案内容を実行する意思と能力（資格）を有する民間企
業、NPO法人等の法人、個人事業主又は任意団体とします。
法人及び個人事業の規模や営利、非営利は問いません。なお、グループで参加する

場合は、主たる役割を担う代表者を１者選定してください。また、対話の参加者は１
エントリーにつき最大３名までとします。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は参加が認められません。

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する
者。
イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17条の規定による更生手続き開始の
申し立て（同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生
事件にかかる同法による改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）第 30
条の規定による更生手続き開始の申立てを含む。）がなされている者。
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ウ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21条の規定による更生手続き開始の
申し立てがなされている者
エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77
号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の統制下にある者。
また、暴力団員及びその利益となる活動を行なっている者が含まれている者。
オ 税を滞納している者
カ その他、事業の実施主体として適当でないと町長が認める者

（２）サウンディング調査の項目
ア 実施する事業内容、整備する施設内容（施設種別、規模等）
イ 事業方式（管理・運営方法等）
ウ 土地活用方式（購入、定期借地（設定期間）等）
エ 既存施設の活用（再利用、改築等）
オ 利活用の諸条件に関する提案
カ 期待される効果
キ 事業実施に当たり長瀞町に期待する支援や配慮してほしい事項

６ サウンディング調査の実施

（１）申込方法等
受付期間：令和６年８月２３日（金）17:00 まで
申込方法：以下の様式に必要事項を記入の上、電子メールの件名を「【団体名】

サウンディング調査参加申込」とし、「９ 連絡先」記載の担当宛てに
メールで提出してください。
【提出書類】
・様式２「参加申込書（エントリーシート）」
・様式３「利活用提案書」

（２）開催日時及び場所
日時：令和６年９月２日（月）～令和６年９月４日（水）
場所：長瀞町役場４階 委員会室１

（都合により対面での参加ができない場合はオンラインでの参加も可。）
※ 詳細な日時は参加申込書に記載いただいた担当者のメールアドレスにお送
りします。なお、ご希望いただいた日程での調査が難しい場合は個別に調整さ
せていただきますので、あらかじめ御了承ください。
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（３）実施方法
・ 申込時に提出いただいた様式３「利活用提案書」を基に調査を実施します。
・ 調査時間は、１団体当たり４５分～６０分を目安とします。

７ 本調査に関する質問

実施要領等、本調査に関して質問がある場合には、下記期間に様式４「質問書」に
必要事項を記入の上、電子メールの件名を「【団体名】サウンディング調査質問」と
し、「９ 連絡先」記載の担当宛てにメールで提出してください。

（１）質問受付期間
令和６年７月２６日（金）から令和６年８月１５日（木）17:00 まで

（２）回答方法
令和６年８月２１日（水）に電子メールで回答します。

（３）その他
実施要領等、本調査に関係のない事項等に対する質問には回答いたしません。

８ 留意事項

（１）参加事業者の取扱い
対話は、参加事業者のアイデアやノウハウの保護のため、応募された事業者また

はグループごとに個別に非公開で実施します。
民間事業者より提案された内容が公募条件等に採用された場合でも、後に公募に

よる事業者選定を行う際の特別な加点等の優位性を持つものではありません。また、
本調査への参加実績が、今後事業者募集等を実施した場合における優位性を持つも
のではありません。
提出資料の著作権は参加事業者に帰属しますが、提出資料の返却はいたしません。
本調査と関係のないご提案など対話の趣旨からはずれた内容についての提案が

あった場合、当該事業者との対話を実施しない（中断する）場合があります。

（２）参加に関する費用
本調査への参加に係る費用（現地見学会やサウンディング調査へ参加する際の交

通費や書類作成経費など）は、参加事業者の負担とします。
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（３）追加対話等への協力
個別対話後、必要に応じて追加対話や文書照会を行うことがあります。その際は、

ご協力をお願いします。

（４）実施結果等の公表
対話の実施結果については、概要を町のホームページで公表します。公表にあた

っては、参加事業者のアイデアやノウハウの保護のため、事前に参加事業者に公表
内容について確認を行います。対話に参加した民間事業者の名称については、事業
者名の公表に関して承諾の得られた事業者名のみ公表します。

（５）今後について
本調査結果は、今後の活用方針検討のために活用させていただきます。活用事業

者の公募実施を必ずしも約束するものではありません。

９ 連絡先

〒369-1392 埼玉県秩父郡長瀞町本野上１０３５ー１
長瀞町 企画財政課 企画担当
ＴＥＬ ： 0494-66-3111
ＦＡＸ ： 0494-66-0894
E-mail ：kikaku@town.nagatoro.saitama.jp


